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１ 総合戦略の趣旨 

（１） 持続可能な「3000人の楽しい町」 

地方創生は、人口減少が大きなテーマです。第 1期の江府町まち・ひと・しごと創生総合

戦略では人口ビジョンを掲げ、将来人口推計を行うとともに、将来人口目標を掲げました。

この結果、江府町（以下本町という）の 2025年の人口は 2,582人、2040年の人口は 2,005

人と推計されました。2015年現在（国勢調査）、3,095人あった人口は減少します。この減

少期にあって、役所主導ではなく、住民主体の地方自治を進めてゆくことが重要です。その

過渡期にあって、行政は重要な役割を担うことが求められます。私たちは人口の維持に懸命

になるのではなく、楽しい町の地域力維持を図ることが大切であると考えています。 

そのために必要なことは、第一につながり協働し高め合う「地域コミュニティ」の創設が

求められます。多様な人を受入れ、人と人をつなぎ、協働を促し、互いに高め合うことがで

きる地域コミュニティ（協議体）形成を目指します。 

第二にひとりの生きがいを創る「チャレンジ」を大切にします。住民みんなが自分のやり

たいことを見つけ、行動し、楽しんでいる、未来に向けた多様なチャレンジの風があちこち

で吹いている、こうした熱や個人の思いと仲間がつなげられる環境醸成を図り、こうした

「チャレンジ」を楽しめる町を目指します。 

第三に未来を切り拓く力を育む教育「次世代教育」の推進を図ります。義務教育学校と地

域で育てるコミュニティスクールの地域展開を図ります。特にアントレプレナーシップス

クール（課題解決型教育）の縦展開を図ります。高校生にあっては地元への思いとキャリア

の育成が図れるふるさと教育を充実します。ひとりも取り残さない地域教育をもって将来

を担う人財育成を図ります。 

 

（２） 策定に向けた問題意識 

2015年に地方創生事業がスタートし、5年間が過ぎ、改定期を迎えています。本改訂で考

慮すべき発表が総務省と農林水産省でありました。 

高齢化がピークを迎える 2040年ころの自治体のあり方を検討した総務省の「自治体戦略

2040構想」研究会の提言では、2040年までに 1万人未満の市町村の総人口が 38.9％減少す

るが、小規模市町村ほど人口減少幅が大きく、行政サービス供給体制の構築が課題となると

指摘しています。また農水省の農林水産政策研究所が発表した「農村地域人口と農業集落の

将来予測～西暦 2045年における農村構造」では、中山間農業地域で 3304集落、山間農業地

域で 5360集落が消滅危惧集落となると指摘しています。 

本町は人口最小の鳥取県にあって最も小規模な自治体であり、行政サービス体制の構築

が課題となる可能性が高く、また、消滅危惧集落を抱える可能性があると考えられます。ま

た本改定時期に 2025年問題が待ち構えています。団塊の世代が後期高齢者となるため、介

護・医療費などの社会保障費の急増が懸念されています。 

総務省は「迫り来る我が国の内政上の危機に対応していくためには、市町村を超えた取り
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組みが必要になるのではないか。負担の分かち合いや利害調整を伴う合意形成は容易では

ないが、圏域単位で対応が必要となる深刻な行政課題に取り組んでいく必要があるのでは

ないか。」と問題提起しています。つまり、人口減少により、国から交付される交付税が減

額され、社会保険費が急増し、自治体として立ちいかない可能性があり、こうした小町は圏

域で、地域経営を行うことが検討されているわけです。 

本町は人口減少により、圏域行政に移管されるのでしょうか。まさに今回の地方創生戦略

改定時期に正念場を迎えていると言えましょう。 

人口減少を増加に転化させることは至難の業です。しかし人口減少速度の速い集落を見

ると地域を産業が少ないことが指摘されています。2040 年ごろにどのような問題に地域は

直面するのでしょうか。自治体戦略 2040構想～人口減少・超高齢社会における自治体の行

政改革～（国際文化研修 vol.104）において、個別分野にどのような課題が生じてゆくのか

が書かれており、そのいくつかを抜き書きします。 

・ これまでも 10 年以上にわたって小中高校の廃校が毎年 500 校程度生じているが、この

ような傾向が継続、拡大することが懸念される。 

・ 公共交通は、地方圏では高齢者の利用は少なく、主要な利用者である高校生など若年世
代の人口が減少してゆくと、これまでも乗り合いバス、鉄道の廃止が増加しているが、

その傾向に拍車がかかる。 

・ 産業については、バブル経済期の 1986 年には、国内のほとんどの市町村において従業

員数が最多となる業種は製造業であり、まさにものづくり日本を表していた。その後、

製造拠点の海外進出による空洞化や、介護保険導入後の介護事業者の増加などにより、

2014年には、多くの地域でサービス産業化が進み、小売、医療・福祉、それ以外のサー

ビス業に従事する従業員が最多となる地域がかなり多くなっている。これらのサービス

産業の多くが地域外、国外からの外貨を稼ぐ産業というより、地域住民のニーズを満た

すものが多い。また、労働生産性についてみると、製造業では、大都市圏、地方圏の間

で大きな差はないが、サービス産業については、地方圏の方が大都市圏に比べてかなり

低い。これはサービス産業のなかでも金融など知的集約型の産業は都市部に集中して立

地しており、地方に多いのは、労働集約型の小売業や介護事業等であると考えられ、サ

ービス産業化が地方圏の苦境を強めてゆくことになる。さらに、他の先進国に比べ、開

業率・廃業率がかなり低く４～５％にとどまっている。新陳代謝が進まなければ、雇用

も伸びない。（抜き書き終わり） 
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表 1-1 日野郡の人口、世帯数 

 

資料：人口、高齢化率：国勢調査(昭和 55年～平成 27年、各年 10月 1日現在) 

    鳥取県年齢別推計人口（平成 29,30年 10月 1日） 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-2 日野郡人口の推移 

 

資料：人口、高齢化率：国勢調査(昭和 55年～平成 27年、各年 10月 1日現在) 

    鳥取県年齢別推計人口（平成 29,30年 10月 1日） 
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表 1-3 日野郡の人口推計 

 

資料： 平成 27年国勢調査・国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

（平成 30年 3月現在推計） 

※このデータとは別に３町もそれぞれ地方創生総合戦略において独自に人口推計を行い、

ホームページで公開している。 
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（３） 策定の目的 

本町は、人口減少幅が大きく、行政サービス供給体制の構築が課題となる可能性が高く、

また消滅危惧集落を生じる可能性も高いです。今後 20年という地域経営上の危機に対応す

るための残された時間は多くはないです。このため、地方創生戦略は危機意識を背景に総花

的に計画するのではなく、実行性の高い計画に真摯に取り組み実現して行く必要がありま

す。 

本町は、前回地方創生戦略を推進する期間に、集落総点検を実施し住民の意見やニーズを

把握してきました。今後も地域振興を図り、改善を進めるためには、こうした意見聴取を続

けることが重要です。本戦略は集落総点検で得た意見を反映させます。 

今後、町内の集落は高齢化や人口減少により、存続危機に直面しますが、行政サービスの

維持を図るためには、集落自立を図ってゆくことが何よりも重要な取組となります。しかし

ながら、高齢化する住民を担い手として位置づけ続けることは、負担ばかり強いることにな

り、地域力維持や地域振興に寄与するとは言いにくく、新たな担い手確保や移住者誘致は最

大のテーマと言えます。 

本町においては空き家が増加傾向にありますが、地域外に親族が帰る機会もあり、什器を

整理して移住者に賃貸する物件を確保することが難しい状況にあります。移住者がいても

タイミングよく住居を提供できる体制にないのも実情です。このため、移住者住宅の建設は

担い手確保の最重要な課題と言えます。まずは移住者が町内に住む環境を整備して、人間関

係が確立した上で、集落にある空き家に引っ越すといった 2 段階の移住体制の確立を目指

します。 

本戦略では、江尾地区、神奈川地区、日光地区、米沢地区に住民との合意形成を図りなが

ら移住者住宅を順次建設し、集落起業の担い手を誘致し、集落が設立した法人（集落法人）

が稼ぐ資金の一部を集落維持に活用する資金循環の仕組みを構築します。 

今後、人口減少により国からの交付税が減少することや社会保険費の急増で本町から集

落への交付金等の助成が削減される可能性もあり、付加価値の高い事業を集落単位で取組

み、自立することを目指します。これらの集落による起業は事業の更新が必ず必要となるた

め、公的支援による施設整備を進めるものの移住者に経営を任せ、移住者による事業責任、

経営決定と集落への資金供与の体制を確立します。 

 

（４） 地方創生戦略の位置づけ 

地方創生戦略は、喫緊の課題である人口減少問題に対応し、地方創生を成し遂げていくた

め、集落創業、個人起業の環境整備に全力をあげて構築します。町民が地域の担い手となり、

地域が担い手を育てることにより、個人の起業を誘発し、起業マインドを持った移住者を呼

びこむような連鎖をつくり、誇りある江府町を創生し、ひいてはその魅力により人口増加に

寄与することが大きな目標です。このため、町全体が創業を目指すことと地域住民が社会実

験を繰り返し、創業へと結びつける創業戦略を構築し、集落イノベーションに全力で取り組
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むことを、総合戦略の基本目標として位置づけ、今後 5 年間に取り組む基本的方向と具体

的な施策をまとめたものです。 

また、地域人財の育成は地域存続の重要な政策です。町内小中学校の児童、生徒は減少傾

向にあり、また鳥取県立日野高校が存続危機にあります。しかしながら、小中高の一貫的な

地域教育の充実は、長期的な視点にたった担い手創出のために実施すべき政策です。 

本町の地方創生戦略は担い手となれる移住者誘致、集落自立を図れる集落法人の起業、地

域人財の育成の３つの柱を確立し、地方創生戦略を展開するものと位置付けます。 

 

（５） 計画期間 

令和２年（2021年）～令和 5年（2025年） 

江府町まち・ひと・しごと総合戦略は、「江府町人口ビジョン」が示す人口の将来展望を

踏まえ、令和２年度（２０２１年）を初年度とする令和６年度（２０２５年）までの今後５

か年の戦略として策定します。時流の変化が激しい昨今の状況を踏まえ、町長、議会の求め

に応じ、随時加筆改訂し、戦略性に富んだ柔軟性のある戦略を策定します。 

 

（６） 戦略の構成と進行管理 

一定の政策分野ごとに、戦略の「基本目標」を設定します。この基本目標の達成に向けて

推進する政策を「基本的方向」としてまとめ、政策の効果を客観的に検証するための「数値

目標」を設定します。また、基本戦略ごとに、計画期間のうちに実施する施策を「具体的な

施策」として記載し、客観的な「重要業績評価指標（ＫＰＩ：Key Performance Indicator）」

を設定します。数値目標と重要業績評価指標は、計画期間である 5 年間での達成水準を示

すもので、実施した施策・事業の効果検証を行い、効果的かつ着実な戦略の推進を図ってい

くとともに、必要に応じて改訂を行うものとします。 

 

（７） 本町地方創生戦略のＳＤＧｓへの貢献 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後

継として 2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェ

ンダ」にて記載された目標です。期間は 2016年から 2030年までです。持続可能な世界を実

現するための 17のゴール・169のターゲットから構成されています。 

地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。SDGs

は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日

本も積極的に取り組む必要があります。本町の地方創生戦略においても、取り組みの中で意

識して進めるものとします。 
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２ 集落総点検で議論された課題 

集落総合点検でできた課題は以下の通りです。 

 

(1) 生活・交通 

生活圏にある店舗があと 1 店舗であり、日用品を購入する等の買い物が近くでできな

くなる。残された店舗の維持や買い物などの生活サービスの確保が必要である。集落に孤

立する高齢者も増加するため移動手段を確保する必要がある。集落内で除雪する人材が

不足してきており、人材確保が必要である。 

(2) 農業・林業 

農業者が高齢化し、担い手が減少してきている。このため農用地の維持管理が近い将来

問題となる。このため担い手確保が必要である。農業収入が不安定であり、6次産業化や

付加価値のある取組を進めることによって農家所得を上げることが必要である。農地、山

林、水路での共同作業が困難になっている。このため新たな担い手確保が必要である。 

(3) 高齢化 

高齢化に伴う集落の維持などにより負担が増加しており、担い手の確保が必要である。 

(4) 集落 

神社、仏閣、墓地等の管理、集落の維持管理活動が困難になっている。 

(5) 人財 

地域を支える担い手が不足しており地域力の低下が避けられない。後継者育成、人材確

保が必要である。 

(6) 共通課題 

集落を牽引するリーダーがいない。担い手不足であり、特に若者がいない。空き家が増

加しているが空き家の活用が進んでいない。若者層の参画が求められているが、参画でき

ていない。若者から高齢者まで年代間の交流が必要である。若者の活性化、若者世代への

技術の継承が必要である。 

集落活性化補助金の継続が必要である。災害時の避難体制の見直しが求められる。分校

の有効活用が求められる。冬期間の働き口（収入源）の確保が求められる。 
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３ 持続可能な楽しい町づくり（体系図） 

（１） 体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江府町創生協議会（仮称） 集落総点検 

地域を支える担い手不足や地域力の低下 

関係人口調査（人材誘致） 
地域商社設立（雇用確保） 

集落貢献法人（環境整備×人材誘致） 
移住者住宅の整備（人材誘致） 新甘泉産地化研究会 

酒類・酢醸造研究会 

アウトドア研究会 

地域ビジネス研究会 

有休施設の活用による人材誘致環境

持続可能な「3000人の楽しい町」 

地方創生戦略のＳＤＧｓへの貢献  大山広域観光への貢献 
教育 
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（２） 体系別施策 

 

表３-1 江府町創生戦略の体系と施策 

基本目標 具体的施策 

１ 持続可能な楽しい町 1-1 施策１－１ 関係人口調査（人材誘致） 

① 江府町出身者在住地聞き取り調査 

② 大都市在住出身者聞き取り調査 

③ 大都市在住孫調査 

④ 他出子会議 

⑤ 他出孫会議 

1-2 施策１－２ 地域商社設立（雇用確保） 

① 米ブランド化 

② 精米施設整備 

③ 販売促進 

④ ふるさと納税業務代行 

⑤ 外国人労働者の受入れ（社会実験） 

1-3 施策１－３有休施設の活用による人材

誘致環境 

1-4 施策１－４ 集落貢献法人（環境整備×

人材誘致） 

① 農林業を活かした事業モデルの立案 

② 人材誘致 

1-5 施策１－５ 移住者住宅の整備（人材誘

致） 

① 移住者住宅基本計画、基本設計 

② ＤＢＯ方式の研究 

③ 移住者誘致 

1-6 施策１－６ 大山広域観光への貢献 

1-7 施策１－７ 教育 

２ 研究会の開催 2-1 施策２－１ 新甘泉産地化研究会 

① 新産地化 

② 販路拡大 

2-2 施策２－２ 酒類・酢研究会 

① 酒類起業の検討 
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② 米酢起業の検討 

2-3 施策２－３ アウトドア研究会 

① 市民農園 

② カサラファーム再生 

2-4 施策２－４ 地域ビジネス研究会 

① 住民による起業 

② 商店振興策の検討 

３ 地方創生戦略のＳＤＧｓへの貢

献 

3-1 ＳＤＧｓと地方創生戦略との関り 
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基本目標１ 持続可能な楽しい町 

 

本町は、奥大山の山間地域に点在する集落により構成されていますが、その多くが高齢化

し、人口減少が進んでいます。最も人口の少ない鳥取県の中にあり、最も人口の少ない自治

体であり、存続危機に直面している自治体として、危機感を持ち、地方創生に臨むことが第

一と考えられます。 

本町の強みは農業と観光です。こうした強みを活かし、町が率先して地方創生に取り組む

とともに地域住民が自らの特性を活かし地方創生戦略の取り組む体制を作ることが重要で

す 。しかし、地域の担い手は高齢化し、人材不足が大きな課題です。集落総点検でも地域

を支える担い手不足や地域力の低下を懸念する意見が多く出ました。 

本町と地域住民が多層的に相乗効果を発揮しながらしごとづくりに取り組むこと、町と

しての誇りを胸にこの村の地域力を維持し、活気ある村づくりに取り組むことが重要です。 

このために本戦略にあっては地域を担う人づくり、しごとづくりに集中して取り組むも

のです 。創業のすべてが成功するものではありません 。このため、町が率先して創業環境

の整備を行うとともに、 地域住民が地域課題を直視し、地域資源、人的資源等を活かした

社会実験の取組み、その成果、教訓を共有し、その後の成長の方向性を探りながら、地域に

おけるしごとづくりの創造を図るものです。 

また、本町は観光の潜在能力は優れていることから、時代のニーズを的確にキャッチし観

光力の向上と景観の保全に努めるものです 。新たなビジネスが始まっています。手作り商

品のネット販売、自宅や空き家への観光客の誘客、文筆業などはＩＴ技術の普及により、定

住形態をより多様な展開へとつなげており、こうした個人の情報配信による新たな産業革

命が始まっています。本町にもこうした兆しがあり、 新たな職能を持った人材が定住しは

じめています。こうした人材は 大切な萌芽と言えましょう。 こうした人材の集積は町の個

性にもつながるでしょう。 町には何もないと嘆くのではなく、楽しそうに活動をした方が、

人が集まりやすいはずです。楽しく、 元気に地方創生に取り組みましょう 。 

江府町のしごとづくりに向け、以下に示す基本的方針を示します。 

 

・ 担い手不足が深刻化しており、人材誘致や人材育成が喫緊の課題です。出身者、出身者
の都会に住む子供（孫世代）、大学生などの動向を把握するために関係人口調査を実施

します。 

・ 本町は奥大山江府米のブランド化に成功していますが、商品化は行っていません。この
ため、精米機の整備、米ブランド商品化、販路拡大等の行える地域商社を設立します。

ふるさと納税等の役割を担い、納税の一部を原資に地域商社の自立を目指します。 

・ 財産区を基本的な領域として収益力のある法人を設立し、その収益で集落自立が図れる
ような仕組みを構築します。 

・ 移住者が地域にある空き家に即座に入居することは難しい。いったん移住者住居に入り、
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生活を営み、第 2段階で集落内の空き家を購入、または賃貸で入れる 2段階ステップで

移住を考えます。 

表 3-2 

数値目標 基準値 目標値 

関係人口調査（人材誘致）   

地域商社設立（雇用確保）   

有休施設の活用による人材誘致環境   

財産区法人（環境整備×人材誘致）   

移住者住宅の整備（人材誘致）   

 

 

施策１－１ 関係人口調査（人材誘致） 

地域のよさを見つけられる若者が生まれています。関係人口とは第 3の人口のことです。

観光以上移住未満の若い人たちです。今まで、地域おこし協力隊募集などで疲弊しがちでし

たが、そうした人集めはないものが関係人口と言えます。 

江府町に知り合いがいて、好きになってくれて、プロジェクトを一緒にやってくれるよう

な関係の人たちが関係人口であると言えます。彼ら彼女たちが、『私にとって掛替えのない

地域が見つかりました』と言ってくれる関係形成が重要です。関係人口は定住に結び付きま

せん。感覚として面白い人が集まる場所が増えています。 

都会に住む若者がなぜ中山間地域にやってくるのでしょうか。東京にいれば若者はいつ

辞めてもいいと言われる代替可能な存在です。しかし田舎はそんな若者の相談に乗ってく

れる場所（人）があります。若者は“関わりしろ”を求めています。出番と居場所を用意す

ることが大切です。こうした存在の人たちを発掘するための調査を実施します。 

表 3-3 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（令和 6年） 

東京、大阪等在住の住民の孫世代の動向把握   

近居の他出子（米子市等）の動向把握   

関係人口プログラムの開催   

 

≪基本的方向≫ 

本町出身者（他出子）の在住地聞き取り調査を実施する。特に大都市在住出身者の聞き取

り調査を実施し、大都市在住孫調査を実施する。他出子、孫会議を大都市と本町で実施する。 

50 代の他出子の中には、ふるさとへ帰る意思のあるものが存在し、また彼らの子世代は

20 代を迎えており、彼らがまちづくりや地域貢献への関心が高い世代であり、関係の糸口

をつなぐだけで新たな動きを見出せる可能性がある。 
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施策１－２ 地域商社設立（雇用確保） 

人口減少により、農家数が減少することが予測されます 。農家数の減少により耕作放棄

地が増加し、本町が荒廃する姿は避ける必要があります 。こうした悪循環を避けるために

は、営農継承組織の創設と新規営農者の育成です 。また、農家が収益性の高い事業として

新規営農が進むためには、作物のブランド化推進が欠かせません 。江府町の特産であるコ

メはブランド化に尽力します。また、試験栽培で成果を上げた新甘泉の作付けを支援し、 新

産地形成による付加価値の高い農業を目指します 。このため、本町が中心となり地域商社

を設立し、村民とともに、農業による雇用創造を図ります 。 また、地域商社はふるさと納

税の業務を受け自立を目指します 。 

表 3-4 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（令和 6年） 

地域商社設立   

精米施設整備   

米ブランド化商品開発   

新甘泉栽培面積   

雇用者数   

   

 

 

施策１－３ 有休施設の活用による人材誘致環境 

本町では遊休公共施設施設実態調査を実施しました。本戦略では今後の有休公共施設や

用地の活用方法を検討し、人材誘致を図ります。また、更新時期を迎えているカサラファー

ムの再生をどうするか検討します。民間施設の事業承継の方法を検討します。 

表 3-5 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（令和 6年） 

有休施設の活用数   

雇用者数   

カサラファームの再生   

 

施策１－４ 集落貢献法人（環境整備×人材誘致） 

農村は平地と中山間地域の格差が生まれています。特に山間地農業は、6次産業化による

付加価値をつけないまま、市場で販売するだけでは、地域が維持できないでしょう。集落は

人口減少で持続的で十分な所得が確保できないでしょう。このため、地域全体で産業振興含

め考えてゆかねばならないでしょう。担い手育成、担い手誘致環境を整備し、地域社会の担

い手を育成すべきです。集落や財産区に焦点をあて、ここでできる創業を検討し、雇用創造、

自立を目指します。 
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注１） 集落貢献法人とは、公設民営を念頭に外部の専門人材の誘致を図り創業するもの
の、地域貢献として、収益の一部を集落や財産区に分配し、地域自立を図る法人

として位置づけます。今後、集落運営や地域力維持を図るために地域資源等を活

用し事業化するものです。すべてが事業として採算性を確保できるとは限らない

が、こうしたイノベーションを多く積み上げ、持続可能なコミュニティ形成、チ

ャレンジを続け、次世代の人財育成を行うことが肝要です。 

注２） 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律を抜粋
する。特定地域づくり協同組合は、地区で活躍する地域づくり人材の確保及び育

成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができる。ま

た、一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に

支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、

特定地域づくり事業に従事することができる。労働者派遣事業を行うことができ

るとある。本町では集落貢献法人を遊休公共施設施設に積極的に活用し、創設し、

特定地域づくり協同組合から、公務員の副業や民間人の派遣を受入れ、産業の育

成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注３） 同法律説明資料：特定地域づくり協同組合は人材を供給した組織から契約に基づ
く対価を受け取るものとする。農業においては中山間地支援を前提とした適正対

価、林業においては森林環境整備の支援を前提とした適正な対価がある。介護、

商業等々も同様である。その対価を人件費等に充当してもなお不足分が予想され、

国及び地方公共団体からの財政支援が必要となる。全国で旧市町村単位の過疎地

域、約 1500の 25％が当面対象となると想定して 400組合として、継続的に、事

業規模約 139 億円/年・国の財政措置約 35 億円/年（H29 ベース）を見込んでい

る。 

特定地域づくり協同組合 

（人材派遣、公務員副業） 

集落貢献法人 

集落貢献法人 

集落貢献法人 

集落貢献法人 
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表 3-6 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（令和 6年） 

集落貢献法人の設立   

6次化商品の商品化数   

雇用者数   

ふるさと納税業務代行   

 

 

施策１－５ 移住者住宅の整備 

地方創生戦略の目的は、人口減少社会にどう立ち向かってゆくかであり、熾烈な人口誘致

を展開し、人口増加を図ることではありません。しかしながら、このまま人口減少が進み、

高齢化し、コミュニティが沈滞するだけでは、地域力維持は難しい状況と言えます。 

しかし、移住者に提供できる空き家の数は少なく、第一段階として移住者住宅に住まい、

地域住民との親交を深めた第 2段階で、空き家購入または貸借へとつながり、定住につなが

る事例が多く見受けられます。 

町役場の新庁舎移転や公共施設の統廃合が見込まれ、建設に供せる敷地が生まれるタイ

ミングを迎えており、移住者誘致の触媒となる移住者住宅の整備が必要です。本戦略ではＤ

ＢＯ方式を研究しこれらの事業手法を活用した建設事業の推進を目指します。 

表 3-7 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（令和 6年） 

世帯数   

   

   

   

   

   

 

施策 1-5 大山広域観光への貢献 

自然豊かで歴史文化が息づく鳥取県西部圏域（9市町村）は、地域のランドマークである

「大山」を中心に海・里・山がコンパクトにまとまり、外国人観光客をも魅了する多彩で特

色のある地域資源を有している地域です。圏域内には国際空港や重要港湾が整備され、海外

誘客のポテンシャルも高いです。しかしながら、国内外から選好される観光地としてのブラ

ンドの確保には至っておらず、圏域全体の地域資源の価値向上と情報発信の強化とともに、

観光地域づくりに向けたマネジメント体制の整備が最大の課題です。 

このため、平成 30年の「大山圏域 1300年」や日本遺産認定等を契機として、地域の魅力
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づくりを進めるほか、地域が観光産業で自立して持続的に発展していける体制を構築する

ことで、圏域内の交流人口の拡大、産業振興等による雇用創出へとつなげ、圏域一体となっ

た広域観光の推進による地域活性化を目指すものです。本町はこうした広域の取り組みに

向け、貢献します。 

 

 

施策 1-6 教育 

未来を切り拓く力を育む教育「次世代教育」の推進を図ります。義務教育学校と地域で育

てるコミュニティスクールの地域展開を図ります。特にアントレプレナーシップスクール

（課題解決型教育）の縦展開を図ります。高校生にあっては地元への思いとキャリアの育成

が図れるふるさと教育を充実します。ひとりも取り残さない地域教育をもって将来を担う

人財育成を図ります。（再掲） 
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基本目標２ 研究会の開催 

（１） 公務員の副業による産業育成支援の展開 

本町は人口減少、高齢化により各所で人材不足に陥っています。これを解消しようと地域

おこし協力隊の誘致やＵＩターンの勧誘を積極的に行ってきました。こうした動きを加速

させ、地域の担い手を育成することはとても重要なことです。 

一方、公務員の兼業に脚光が当たっています。国家公務員法第 103条で、国家公務員は営

利を目的とする企業や団体の役員等との兼業や自営業ができないと規定されています。営

利企業以外の事業の団体についても同様に国家公務員の兼職、副業を禁止しています。一方、

地方公務員は、地方公務員法第 38 条でこれも兼職、副業が禁止されてきました。米作り、

アパート経営等は申し出により認可される例外規定はありますが、概ね禁止されてきまし

た。 

ところが、近年は働き方改革の時代となり、政府が副業、兼業を推進する方針を打ち出す

中、神戸市や奈良県生駒市が先陣を切り、地方自治体にも副業解禁の動きが広がりを見せて

います。 

こうした動きに即応して、地域に飛び出す公務員を応援する首長連合（代表平井伸治鳥取

県知事）は、望ましい「公務員の福業」ガイドライン（第１版）を出しました。具体的には

時間外の活動であること、活動目的が非営利であること、報酬の金額や性質が適当であるこ

と、雇用関係がないこと、公務員としての中立公正、品位を保持していることを規定し、方

向性を打ち出しています。本町は、担い手がいない地域も多くあり、役所職員以外いない状

況にある場合も考えられることから、職員の副業による人材不足の解消と産業育成を積極

的に考えます。 

本戦略では、産業の種を発芽させるために研究会を実施します。この研究会は住民の参加

による担い手育成が大きな柱ですが、町職員も我がこととして参加し、産業育成を真摯に取

り組むこととします。 

 

（２） 金融環境を整備したプロジェクトとの展開 

環境省が提供する本町の地域経済循環分析を見ると誘致企業が東京等の大都市へマネー

を流出させていることがわかります。企業誘致は雇用をつくったが、資金を大都市に流出さ

せる経済構造を作ったことに問題が残ります。地域にお金を貯め地域内の資金循環を構築

するには、内発型雇用創造がカギとなります。 

今まで手作りの農産加工品開発などの 6 次化を推進してきましたが、もう少し大きな投

資が必要で、特に生産性の高い製造業やサービス産業を地域自らが創業してゆくことで地

域外に販路を拡大し、地域の経済構造を支える新たな仕組みを作ることが求められていま

す。 

今後、地方経済を支えるためには、絶え間ないイノベーションのもと内発型雇用創造を積

極的に行うことが重要です。しかしながら地域は人材不足であり情報も不足しており、最初
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の一歩を踏み出す力が出ない状況にある。また地銀の地域創業に関わる目利き力が不足し

ており、事業投資が必要な案件を自らの力で見いだせないことが多いです。 

研究会の開催にあっては、大きめの起業、創業を検討し、外貨を稼げる規模の産業投資を

行うことが求められます。融資制度は、規制緩和され、無利子、低利子、無担保、無保証な

どのものもあり、また民間企業に助成できる国の制度と組み合わせて創業できるものも多

いです。こうした金融制度とプロジェクト規模を想定して、投資環境を整備して人材誘致を

図ることを検討します。 

 

表 3-8 

数値目標 基準値 目標値 

新甘泉産地化研究会   

酒類・酢醸造研究会   

アウトドア研究会   

地域ビジネス研究会   

 

 

施策２－１ 新甘泉産地化研究会 

梨の新品種である新甘泉の試験栽培が行われ、良好の試験結果が生まれています。単収が

稲作より高く想定でき、また県が推奨しているため、耕作に関わる助成率が高いにも関わら

ず、梨栽培に進出する農家はいませんでした。これは農家自身が高齢化しており、新たなト

ライをするタイミングにないことが大きな要因と考えられます。 

今後、新甘泉の耕作拡大を図り、産地化するためには、集団化、新産地化といった地域運

営が重要であり、農業公社の参入は不可欠です。また労働力の確保を図るためには、新規営

農者の積極的な誘致や外国人労働者の受入れ試験も検討範囲です。また町職員の副業での

参加や事業への牽引も検討すべきです。本研究会では、こうした全体像を協議し、実現に向

け、推進します。 

 

表 3-9 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（令和 6年） 

新甘泉耕作面積   

営農者数   
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施策２－２ 酒類・酢研究会 

奥大山江府米は全国的なコンクールで上位入賞が続き、ブランド化に成功したと言えま

す。しかしながら、玄米での取引のみでは、農家手取りを向上させることは至難の業と言え

ます。米も 6次化できます。また、賞味期限の長い米 6次化を選択して、農事組合法人等と

の協力を得て商品化を進めます。 

賞味期限の長い米 6次化の領域としては蒸留酒系の酒類、酢醸造、玄米珈琲などがあげら

れます。事業を公設民営として、町内にある農事組合が事業参加し、集落に収益を分配する

構造をつくります。これにより集落自立に貢献します。 

 

表 3-10 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（令和 6年） 

設立法人数   

雇用者数   

   

   

   

   

 

 

施策２－３ アウトドア研究会 

奥大山は格好のアウトドア適地ですが、アウトドア産業が成立していません。人材誘致、

公務員の副業参加等を得て、アウトドアプログラムの立案と実施により、収益を上げられる

法人化を目指します。また、バイオマス等の地域エネルギーの活用を目指します。 

観光と地域内にある薪の活用（地域エネルギー）を勘案すると、石窯建設によるコミュニ

ティ活性化が簡単にできるものです。特に昼食滞留施設の受け皿整備ができていないこと

が地域にお金が落ちない構造を招いていることを考えると、石窯集積による観光客の受入

れ体制の確立が検討できます。 

昼食滞留とアウトドアプログラムを繋げる。これにより農泊推進と観光プログラムの集

客力強化につなげます。石窯ピザ、フォカッチャ等の観光エージェントとの連携方法の研究

を進め、受け入れ体制を確立します。 

表 3-11 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（令和 6年） 

アウトドアプログラム数   

雇用者数   
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施策２－４ 地域ビジネス研究会 

中山間地域の地域ビジネスの創業は、市場性より、当事者の存在の有無が重要です。今後、

当事者が出現する時点で、金融支援、人材支援、町職員の副業による参加を柔軟に実施し、

産業化を強力に推進します。 

シルクスクリーン工房の創設、スケートパーク、ＢＭＸスクール創設に向けたプログラム

研究会を開催し、起業を目指します。 

黒文字（ジャパニーズローズウッド）は養命酒の原材料です。シャネルの五番の原料にロ

ーズウッドが入っています。そのローズウッドに入ってるリナロールという成分が日本の

クロモジにたくさん含まれているので、ジャパニーズローズウッドと呼ばれています。この

クロモジが大山に繁茂していることから、この資源を活かした研究会を開催し、起業を目指

します。 

 

表 3-12 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（令和 6年） 

地域ビジネス創業者数   

雇用者数   
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基本目標３ ＳＤＧｓと本町地方創生戦略との関り 

 

表 3-13 ＳＤＧｓと本町地方創生戦略との関り（1） 

 

 

基本方針 

① 
貧
困 

 

② 
飢
餓 

③ 
保
健 

④ 
教
育 

⑤ 
ジ
ェ
ン
ダ
ー 

⑥ 
水
・
衛
生 

 
⑦ 
エ
ネ
ル
ギ
ー 

⑧ 
経
済
成
長 

施策１－１ 関係人口調査（人材誘致）         

施策１－２ 地域商社設立（雇用確保）         

施策１－３ 有休施設の活用による人材誘致         

施策１－４ 集落貢献法人（環境×人材）         

施策１－５ 移住者住宅（人材誘致）         

施策１－６ 大山広域観光への貢献         

施策１－７ 教育         

施策２－１ 新甘泉産地化研究会         

施策２－２ 酒類・酢研究会         

施策２－３ アウトドア研究会         

施策２－４ 地域ビジネス研究会         
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表 3-13 ＳＤＧｓと本町地方創生戦略との関り（2） 

 

 

基本方針 

⑨ 
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン 

 

⑩ 
不
平
等 

⑪ 
都
市 

⑫ 
生
産
・
消
費 

⑬ 
気
候
変
動 

⑭ 
海
洋
資
源 

 

⑮ 
陸
上
資
源 

⑯ 
平
和 

⑰ 
実
施
手
段 

施策１－１ 関係人口調査（人材誘致）          

施策１－２ 地域商社設立（雇用確保）          

施策１－３ 有休施設の活用による人材誘致          

施策１－４ 集落貢献法人（環境×人材）          

施策１－５ 移住者住宅（人材誘致）          

施策１－６ 大山広域観光への貢献          

施策１－７ 教育          

施策２－１ 新甘泉産地化研究会          

施策２－２ 酒類・酢研究会          

施策２－３ アウトドア研究会          

施策２－４ 地域ビジネス研究会          

 

 


